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１１月は、「児童虐待防止推進月間」です。

●身体的虐待・・児童に暴行を加えること。

●性的虐待・・・児童にわいせつな行為をしたり、

児童にわいせつな行為をさせること。

●ネグレクト・・児童の健康、安全への配慮を怠った

り、食事を与えなかったり、長時間

放置して育児を放棄すること。

●心理的虐待・・児童に対して著しい暴言や拒絶的な

対応をしたり、児童の前で配偶者に

対し暴力を振るうこと（面前ＤＶ）。

「虐待かも！？」と思ったら、

児童相談所全国共通ダイアル

☎ １ ８ ９ 番へ
いち はや く

匿名通報ダイアル

警察庁の委託を受けた民

間団体が、匿名での通報

を受け付けています。

☎ 0120-924-839

児童虐待とは・・・

◆ＳＮＳに起因する性被害に注意！
全国的にＳＮＳに起因する性被害の

被害児童数が高い水準で推移しており、

佐賀県でも発生しています。

実際に次のような事例

が発生しています。

【事例１】

ＳＮＳ上で知り合った同性の女の子

から「下着の写真を送って」と言われ、

写真を送ったところ、おじさんが女の

子になりすましていて、送った写真で

脅迫される事態になってしまった。

【事例２】

ＳＮＳに「家出したい」と書き込み、

優しいお兄さんが「僕の家においで」

と返事をくれたので会いに行ったら、

無理矢理相手の家に連れて行かれ、性

被害に遭ってしまった。

◆ 自分の身を守るために
○ 裸や下着姿の写真は

撮らない、送らない！

○ 個人を特定されるよ

うな情報を掲載しない！

○ 出会いを求める内容

の書き込みをしない！

○ ＳＮＳで知り合った相手とは

会わない！

◆ 子供を性被害から守るために
○ 子供が利用するスマートフォン等

の機器に、年齢や利用状況に応じた

「フィルタリング」の設定を！

○ 保護者が同意したアプリ等に限り

利用できるような機能制限を行いま

しょう！

○ 子供とよく話し合い、家庭のルー

ルを決めましょう！

～９月２９日から１０月６日までに４件発生4人死亡～

緊張感を持った運転、横断歩道は歩行者優先、夕暮れ時の早めのライト

※飲酒運転も絶対ダメ！

明るい服、反射材、ハンドサイン横断（横断歩道を利用しよう！）


